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給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
、
平

成　

年
分
年
末
調
整
、
法
定
調
書

１８
等
の
作
成
に
つ
い
て
、
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
月
）
午
後

１１

２０

１
時
半
〜
４
時

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

※
当
日
直
接
会
場
へ
。
車
で
の

来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

ｅ

ー

Ｔ

ａ

ｘ 

（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
） 

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

源
泉
所
得
税
の
納
付
は
自
宅
や

事
業
所
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

　

地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
た
め
、

市
内
の
非
営
利
民
間
団
体
等
が
社

会
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
実
施

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
補
助

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

出
産
し
、
社
会
保
険
か
ら
出
産
育

児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

は
、
出
産
育
児
一
時
金
と
し
て　
３０

万
円
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

　

月
１
日
以
降
に
出
産
さ
れ
た
方

１０か
ら　

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

３５

退
職
・
失
業
し
た
場
合

は
「
特
例
免
除
」
が 

利
用
で
き
ま
す

　

特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年

度
ま
た
は
、
前
年
度
に
お
い
て

退
職
（
失
業
）
し
た
場
合
、
そ

の
方
の
所
得
を
除
外
し
て
審
査

を
行
い
、
保
険
料
の
納
付
が
全

額
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
配
偶
者
や
世
帯
主
に
一

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は

保
険
料
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
（
特
例
免
除

は
配
偶
者
、
世
帯
主
が
退
職
し

た
場
合
に
も
対
象
に
な
り
ま

す
）。　　
　
　
　

　

特
例
免
除
を
承
認
さ
れ
た
期

間
は
、　

年
以
内
な
ら
保
険
料

１０

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
追
納

　

認
可
保
育
所
（
左
表
参
照
）
の

　

年
４
月
入
所
申
込
書
を
、　

月

１９

１１

１
日
（
水
）
か
ら
保
育
課
（
市
役

所
１
階
）
で
配
布
し
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望
す
る

保
護
者
は
、
受
付
期
間
や
提
出
書

類
を
確
認
の
上
、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】保
護

者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

保
育
で
き
な
い
場
合
。
①
家
庭
の

外
で
仕
事
を
し
て
い
る
②
家
庭
で

日
常
の
家
事
以
外
の
仕
事
を
し
て

い
る
③
出
産
・
病
気
・
心
身
に
障

害
が
あ
る
④
同
居
の
親
族
を
い
つ

も
介
護
し
て
い
る
⑤
災
害
の
復
旧

に
当
た
っ
て
い
る
⑥
そ
の
他
ど
う

し
て
も
保
育
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
な
い

　
【
ご
注
意
】前
項
の
①
〜
⑥
と
も

常
態
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
同
居
の
家
族
・
親
族
そ
の
他

の
方
も
保
育
で
き
な
い
場
合
に
限

り
ま
す
。
集
団
生
活
を
体
験
さ
せ

た
い
、
幼
児
教
育
の
場
と
し
て
利

用
し
た
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
障

害
児
保
育
は
、
①
〜
⑥
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
と
も
に
、
集
団

保
育
が
可
能
で
日
々
通
所
が
で
き

る
場
合
で
す

　
【
提
出
書
類
】保
育
所
入
所
申
込

書
・
家
庭
状
況
調
査
書
▼
税
額
証

明
書
（
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
確
定

申
告
書
の
控
え
な
ど
、　

年
分
の

１８

所
得
税
額
の
分
か
る
書
類
〈
コ

ピ
ー
可
〉。受
付
期
間
中
そ
ろ
わ
な

い
場
合
に
後
日
提
出
可
。
ま
た
、

後
日
改
め
て
平
成　

年
度
住
民
税

１８

課
税
証
明
書
等
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
）
▼
勤
務

証
明
書
な
ど
保
育
に
当
た
る
こ
と

　

月
１
日（
水
）か
ら

１１
　
　
　
　
　
　

配
布
し
ま
す

が
で
き
な
い
状
況
を
確
認
す
る
書

類
　
【
受
付
日
程
・
会
場
】　

月
５
日

１２

（
火
）
〜
８
日
（
金
）
の
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
半
＝
市
役
所
２
階
２

０
４
会
議
室
、　

月　

日
（
月
）

１２

１１

〜　

日
（
水
）
の
午
前
９
時
〜
午

１３
後
８
時
＝
市
民
プ
ラ
ザ
会
議
室
で
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
も
正
午
〜
午
後

１
時
お
よ
び
土
曜
･
日
曜
日
は
除

き
ま
す

　

※
転
出
等
で
他
市
区
町
村
の
保

育
所
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、

随
時
保
育
課
（
市
役
所
１
階
）
で

受
け
付
け
ま
す
。
各
自
治
体
で
申

込
締
切
日
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

確
認
の
上
、
お
早
め
に
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　
【
入
所
の
決
定
】提
出
さ
れ
た
家

庭
状
況
調
査
等
か
ら
、
お
子
さ
ん

の
保
育
の
で
き
な
い
状
況
を
調
査

し
、
取
扱
人
員
数
に
欠
員
が
あ
る

場
合
、
保
育
に
欠
け
る
要
件
の
高

い
方
か
ら
決
定
し
ま
す

　
【
保
育
料
】扶
養
義
務
者
の
課
税

額
や
お
子
さ
ん
の
年
齢
に
よ
り
決

定
し
、
保
育
料
の
納
入
は
口
座
振

替
と
な
り
ま
す

認　可　保　育　所　一　覧

電話番号所 在 地保育年齢定員保育所名

４７１・５７２２上の原２－２－４１歳～５歳８０人上の原保育園

公　
　

立

４６３・６６５５ひばりが丘団地８－１０零歳～５歳１１０人ひばり保育園

４７３・３９２３幸町１－１７－１１歳～５歳８０人さいわい保育園

４７３・３９２０滝山６－１－２

零歳～５歳

１０７人たきやま保育園

４７３・９６４３下里３－２－２３１０４人はくさん保育園

４６３・４３５０南町１－７－５－１０１９０人みなみ保育園

４７４・６６５４新川町１－１－１２１０４人しんかわ保育園

４７３・７９３０八幡町２－１４－２２１０４人はちまん保育園

４７３・７９１０前沢１－５－３０１０１人まえさわ保育園

４７５・０５６１中央町１－２－４１０４人ちゅうおう保育園

４７３・１０００大門町１－３－４１１８人久留米みのり保育園

私　
　

立

４７３・３９７１下里４－１－２１１１０人あそか保育園

４７３・４１３３滝山７－５－１２３２人滝山しおん保育園

４７４・２９１０下里７－８－２０１００人下里しおん保育園

４７４・５３０７柳窪２－１５－６１５１人くるみ保育園

※零歳児保育は公立保育所（ひばり保育園を除く）では入所時には６カ月以上の 

　乳児が、私立保育所（ひばり保育園を含む）では生後５７日以上の乳児が対象です。

※たきやま保育園、ひばり保育園は公設民営です。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

現
在
申
し
込
み
を
し
て
い
る

方
も
再
度
申
し
込
み
を

　

す
で
に
今
年
度
、
入
所
申
し
込

み
を
し
て
決
定
を
待
っ
て
い
る
方

で
、　

年
４
月
１
日
以
降
も
引
き

１９

続
き
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
受

付
期
間
中
に
必
要
書
類
を
添
付
し

て
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。　

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係
�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

出
産
育
児
一
時
金
が

　
　

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

し
た
。
申
請
に
は
、
被
保
険
者
証
、

母
子
健
康
手
帳
（
死
産
・
流
産
の

場
合
は
医
師
の
証
明
書
）、世
帯
主

の
口
座
番
号
等
の
控
え
、印
鑑（
認

印
）
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
が
安
心
し
て

出
産
で
き
る
環
境
整
備
の
推
進
を

図
る
た
め
、
出
産
育
児
一
時
金
に

つ
い
て
事
前
に
申
請
し
て
い
た
だ

き
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
は
、
出
産
費
を
限
度

に
医
療
機
関
等
へ
直
接
支
払
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

①
出
産
予
定
日
ま
で
１
カ
月
以

内
で
あ
る
こ
と
②
妊
娠
４
カ
月
以

上
で
あ
り
、
当
該
出
産
に
要
し
た

費
用
に
つ
い
て
医
療
機
関
等
か
ら

請
求
を
受
け
て
い
る
こ
と

　

ご
利
用
を
希
望
す
る
方
は
保
険

年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
市
役

所
１
階
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
�
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末
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整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整
等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等

説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説
明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開
催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

で
で
き
る
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
「
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
」

の
利
用
が
便
利
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　
「
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
」
に

つ
い
て
の
詳
細
は
同

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
�

０
５
７
０
・
０
１
５

９
０
１
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
法
人

課
税
第
２
部
門
�
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
へ
。

退
職
所
得
に
対
す
る 

分
離
課
税
の
税
率
が
変
更

　
　

年
１
月
１
日
以
降
の
退
職
金

１９
の
支
払
い
か
ら
、
退
職
所
得
に
対

す
る
分
離
課
税
の
税
率
が
変
更
さ

れ
ま
す
。
改
正
後
の
退
職
金
支
払

い
に
関
す
る
市
民
税
・
都
民
税
の

税
率
は
課
税
所
得
の　

㌫
（
市
民

１０

税
６
㌫
・
都
民
税
４
㌫
）
と
な
り

◆ｅ－Ｔａｘホームページアドレス
http://www.e-tax.nta.go.jp

ま
す
。
な
お
、
退
職
所
得
の
特
別

徴
収
税
額
表
は
廃
止
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。

地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス

実
施
団
体
に
補
助
金
を
交
付

た
事
業
を
除
い
て
７
５
０
万
円
で
、

団
体
割
と
事
業
割
が
半
々
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

今
回
、　

年
度
の
補
助
対
象
団

１８

体
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
補
助
金

の
交
付
を
希
望
す
る
団
体
は
、
関

係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　
【
申
請
書
の
配
布
】　

月
１
日

１１

（
水
）
か
ら
福
祉
総
務
課
（
市
役
所

１
階
）
で
配
布
し
ま
す
。
な
お
、

昨
年
度
交
付
さ
れ
て
い
た
団
体
に

は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

　

申
請
は　

月　

日
（
水
）
ま
で

１１

１５

に
（
必
着
）、
〒
２
０
３－

８
５
５

５
、
市
役
所
福
祉
総
務
課
あ
て
郵

送
、
ま
た
は
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
係
�
４
７

０
・
７
７
４
１
へ
。

対
象
事
業
は
、
日
常
生
活
サ
ー
ビ

ス
（
家
事
援
助
・
介
護
・
食
事
・

移
送
・
入
浴
の
各
サ
ー
ビ
ス
）
で

す
。
補
助
金
総
額
は
都
の
地
域
福

祉
振
興
事
業
で
助
成
を
受
け
て
い

課
税
所
得
＝
（
退
職
金
支
払

金
額－

退
職
所
得
控
除
額
）

×
２
分
の
１

制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。
追
納

し
た
場
合
、
老
齢
基
礎
年
金
の

年
金
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
特
例
免
除
が
承
認
さ
れ

た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
３
年
度

目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
、

加
算
金
が
つ
き
ま
す
の
で
、
当

時
の
保
険
料
よ
り
高
い
金
額
に

な
り
ま
す
。

　

特
例
免
除
の
申
請
は
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の
、
認
印

（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不

要
）、雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

離
職
証
等
を
持
参
し
て
保
険
年

金
課
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
国
保
年
金
資

格
係
�
４
７
０
・
７
７
３
３
へ
。

「
社
会
保
険
料 

（ 
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が 

発
行
さ
れ
ま
す

　

１
月
〜　

月
末
に
お
支
払
い

１２

の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

　

年
末
調
整
、
確
定
申
告
等
で

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告

を
す
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
等
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合

は
、
納
付
し
た
方
が
、
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、　

月　

日
ま
で

１０

１２

に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

額
を
証
明
し
た
控
除
証
明
書

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
が
社
会
保

険
庁
か
ら　

月
上
旬
に
送
付
さ

１１

れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
、
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
に
は
、
こ
の
証
明
書

と　

月
２
日
以
降
に
追
加
で
納

１０
付
し
た
領
収
証
書
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
専
用
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
�
０
５
７
０
・　

・
９
９

００

１
１
ま
た
は
、
武
蔵
野
社
会
保

険
事
務
所
�
０
４
２
２
・　

・
５６

１
４
１
１
へ
。

　
　

月
１
日
か
ら
容
器
包
装

１０
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
容

器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
分

別
収
集
を
開
始
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
６
月
に
説
明
会

を
始
め
て
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
市
民
の
皆
様
に
お
願
い

や
説
明
を
重
ね
て
ま
い
り
ま

し
た
。
カ
ラ
ー
刷
り
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
も
広
報
紙
に
折
り
込

ん
で
各
家
庭
に
お
届
け
し
て

い
ま
す
。
対
象
物
や
出
し
方
な

ど
不
明
な
点
は
、
ご
み
対
策
課

に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
ご

み
の
減
量
化
と
容
器
包
装
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
分
別
収
集
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
国
は
６
月
に
、
幼
保

一
元
化
施
設
と
し
て
認
定
こ

ど
も
園
法
を
制
定
し　

月
か

１０

ら
施
行
し
ま
し
た
。「
認
定
こ

ど
も
園
」
と
は
、
幼
稚
園
と
保

育
所
の
両
方
を
合
わ
せ
た
、
教

育
と
保
育
に
子
育
て
支
援
機

能
を
付
加
し
た
施
設
と
表
現

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
保
育
園

入
所
時
の
保
育
に
欠
け
る
と

い
う
要
件
が
取
り
払
わ
れ
る

な
ど
、
こ
ど
も
園
は
、
就
学
前

の
す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象

と
す
る
と
い
う
面
で
大
き
な

規
制
緩
和
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
も
、
幼
稚
園
・
保
育
園
の

一
元
化
や
小
一
プ
ロ
ブ
レ
ム

へ
の
対
応
の
た
め
の
学
校
教

育
法
と
児
童
福
祉
法
の
垣
根

の
問
題
等
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
現
在
、
都
で
は
認
定

基
準
の
策
定
を
進
め
て
い
ま

す
が
、
本
当
の
意
味
で
こ
れ
ま

で
の
課
題
解
決
が
で
き
る
制

度
構
築
の
基
準
と
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

年
度
の
保
育
所
入
所
申
込
書

１９

国
民
健
康
保
険


